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奥越障害者雇用推進セミナー

①



○ 民間企業の法定雇用率は、令和6年4月より2.5％となっており、令和8年7月より
2.7％に引上げられます。

○ 民間企業の雇用状況 実雇用率 2.58％ 法定雇用率達成企業割合 60.1％

福井県における障害者雇用の状況（民間企業）
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令和5年

※１ ＨＷ…ハローワーク
※２ 障害者雇用状況報告（６月１日現在）の略称で、令和4年は43.5人以上規模企業を対象としており、週20時間以上の

労働条件で雇用される障害者がカウント対象となります。
※３ 「その他の障害」とは、障害者手帳を保有しない発達障害、高次脳機能障害及び難治性疾患等の者である。

実雇用率 2.58％（全国 2.33％） 雇用率達成企業の割合 60.1％（全国 50.1％）

身体、知的、精神障害者の状況（福井県）

③

障害者新規求職者 1,982人（令和5年度）のうち、
身体：426人(約21.5％) 知的：229人(約11.6％) 精神：1,155人(約58.3％) その他の障害※３ ：172人(約8.7％)

障害者就職者 1,108人（令和5年度）のうち、
身体：222人(約20.0％) 知的：160人(約14.4％) 精神：652人(約58.8％)   その他の障害：74人(約6.7％)

雇用障害者の2,914.5人（令和5年６月１日の雇用状況報告）のうち、
身体：1,562.0人（約53.6％） 知的：689.5人（約23.7％） 精神：663.0人（約22.7％）

障害者新規求職者 18,47人（令和4年度）のうち、
身体：426人(約23.1％) 知的：207人(約11.2％) 精神：1,042人(約56.4％) その他の障害※３：172人(約9.3％)

障害者就職者 876人（令和4年度）のうち、
身体：200人(約22.8％) 知的：90人(約10.3％) 精神：515人(約58.8％) その他の障害：71人(約8.1％)

雇用障害者の2,959.0人（令和4年６月１日の雇用状況報告）のうち、
身体：1,609.5人（約54.4％） 知的：725.0人（約24.5％） 精神：624.5人（約21.1％）

令和4年



種別 内容 確認方法 程 度 週30時間以上
週20～30
時間未満

（短時間労働者）

週10～20
時間未満

（特定短時間
労働者）

身体障害者

肢体不自由
内部障害
聴覚障害
視覚障害 など

身体障害者
手帳

重度以外
（3~6級及び

7級を重複）
１カウント 0.5カウント ー

重度
（1､2級及び
3級を重複）

2カウント １カウント 0.5カウント

知的障害者
知能指数や社会生
活能力が一定水準
以下

療育手帳

重度以外
（B1及びB2）

１カウント 0.5カウント ー

重度
(Ａ１及びA２、
判定機関の重度判定)

２カウント １カウント 0.5カウント

精神障害者
統合失調症
そううつ病
てんかん など

精神障害者
保健福祉
手帳

１級～３級 １カウント

１カウント
当分の間、精神障害
者である短時間労働
者について、雇入れ
の期間等に関係なく、
１カウントとする

0.5カウント

その他の
障害者

発達障害
難病等の慢性疾患
高次脳障害 など

原則、カウントしない
ただし、障害の状態により、精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳
などを所持している場合はそれぞれの区別でカウントする

ー

障害者の種別

※ 重度障害者の場合（週30時間以上）は、１人をもって２人の障害者雇用とみなします。 ④



★障害者に合った仕事
を見つけましょう

★障害者就職面接会
に参加してみましょ
う

★障害者に会って
みましょう

★障害者の特性を
知りましょう

まずは、職場実習を

書類選考や面接だけで
判断するのではなく、実
習を受け入れてみましょう。

実際に障害者と働いて
みると、従業員の不安解
消や障害者への理解が
進むといった企業からの
お話もいただいています。

障害者雇用の第一歩

面接会を見学頂くだけでも
求職活動中の障害者への理
解が進みます。

また、可能であれば、求人企業と
して参加頂き、求職活動中の障害
者に企業説明をして頂いたり、面
接をしてください。

「障害者を受け入れる余
地がない」では何も始ま
りません。

「どうすれば受け入れら
れるのか」という観点で
のアプローチが重要で
す。

身体・知的・精神・
高次機能障害の特性
を理解することが重
要です。

お近くの特別支援学
校への見学、障害者
雇用の成功事業所の
見学

⑤



障害者を雇用して、どのような職務に
従事させたらいいでしょうか？

①障害特性に応じた職務の検討

• 一般的には、各障害には共通の特性があり、その
特性に応じて職務を検討すると次のように限定さ
れます。

★肢体不自由者－移動が少なく座って行える職務

★視覚障害者－視覚的判断や頻繁な移動の必要が

ない職務

★内部障害者－長時間の残業や交代勤務のない職務

★知的障害者－簡単な判断で行える職務

★精神障害者－対人対応が少なく短時間勤務が設定

しやすい職務

• 職場環境の改善や就労支援機器の導入、適切な教
育訓練により、障害特性上、不向きだといわれて
いた職種に従事する障害者も数多くいます。

• 事業所内の仕事の内容を再確認し、仕事の内容や
要求されるスキルなどを整理してみるのもよいで
しょう。

②職務を新たに作り上げる

• 資格や専門技術を必要とする専門職が多い職場
で有効な考え方です。

• どの職場でもある、やり方が決まった簡単な作
業を集約し、新しい職務として再構築します。

• 社員にとっては、本来の職務に専念できると
いうメリットがあります。

障害者社員
Ｅさんの

仕事

空いた時間で本来の職務に専念！

Ａさんの
仕事

Ｂさんの
仕事

Ｃさんの
仕事

Ｄさんの
仕事

⑥



1

障害者就業・生
活支援センター

・家庭訪問などに
よる生活相談

ハローワーク

・雇用率達成
指導

・障害者雇用
に関する相談

地域障害者
職業センター

・障害特性に
応じた職務
の相談

ハローワーク

・障害者の紹介

地域障害者
職業センター

・ジョブコーチ
支援の開始

ハローワーク

・トライアル雇
用の手続き

ハローワーク

・特定求職者雇
用開発助成金の
申請

障害者の
生活面の課題

障害者
雇用の
検討

雇 用面 接

継続
雇用

受入れ
部署の
決定

ハローワーク

・障害者求人
の受理

・障害者トライ
アル求人の
受理

⑦

障害者雇用の流れと支援機関

雇入れ準備から定着まで一貫した支援（チーム支援）



障害者雇用支援メニュー①
雇用関係助成金 （障害者関係の一部）

特定就職困難者コース
ハローワーク等の紹介により障害者を継続して雇用する事業主に対して、１人当たり
120万円（30万円×４期※）（大企業の場合は50万円（25万円×２期※））等を支
給。

発達障害者・難治性疾患患者
雇用開発コース

ハローワーク等の紹介により発達障害者又は難治性疾患患者を継続して雇用し、
雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対して120万円（30万円×４期※）
（大企業の場合は50万円（25万円×２期※））等を支給。

障害者短時間トライアルコース
精神障害者等について、雇い入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満と
し、３か月以上12か月以内の一定の期間をかけながら週20時間以上を目指して試行
雇用を行う事業主に対して、１人当たり月額最大４万円を支給。

※この他に障害者雇用納付金制度に基づく助成金制度が利用できる場合があります。

障害者トライアルコース
ハローワーク等の紹介により障害者を原則３か月、試行雇用を行う事業主に対して、
１人当たり最大月額４万円（最長３か月）を支給。精神障害者の場合は、原則６か月
１人当たり最大36万円（月額８万円３か月+月額４万円を３か月）を支給。

特定求職者雇用開発助成金

トライアル雇用助成金

⑧

キャリアアップ助成金

障害者正社員化コース 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に対して助成。

※助成対象期間（１期は６ヶ月）です。



就職又は職場への定着に際して、一定期間、職場への適応を援助する者（ジョブコーチ）を

職場に派遣し、雇用の促進と職場定着を促進します。

就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害のある方に対し、関係機関と調整し

つつ職場と私生活の両面からの支援を行い、職業生活の安定を図ります。

実際に従事する仕事を経験させ、作業環境への適応を容易にするために事業主に委託して実

施する訓練で、訓練終了後はその事業所で雇用されることを目指す制度です。

全国の事業所の様々な取組み事例がＨＰ上で紹介されており、貴社の課題解決の参考として

活用できるサービスです。 ☞ http://www.ref.jeed.or.jp/

※その他、税制上の優遇措置を受けられる場合があります。
（お問い合わせ先は、税目により、税務署・税務事務所・市役所等となります。）

４ 障害者雇用事例リファレンスサービス

１ ジョブコーチ（職場適応援助者）による支援

２ 障害者就業・生活支援センターの利用

３ 職場適応訓練

障害者雇用支援メニュー②

⑨



身体障害者への対応のポイント

⇒障害による影響を補完する設備等の
整備を図るとともに、職務内容や勤務条
件が過重なものとならないように留意す
る。

⇒必要に応じて、職場介助者の配置等を
検討する。（視覚障害など）

⇒とくに情報保障の手段を用意する必要
がある。（視覚障害、聴覚障害）

⇒「情報障害」による誤解やコミュニケー
ションの困難さから疎外感や孤立感を感
じるといった心理的側面や職場の人間関
係に配慮が必要。

⇒健康面の自己管理がなされやすいよ
う、労働時間や通院等に配慮するととも
に、必要に応じて医療機関とも連携しつ
つ、職場における健康管理のための体
制整備を図る。

⇒通勤や職場内における移動ができるだ
け容易になるように配慮する。通勤手段、
駐車場、職場内のレイアウトの確認や通路
の整理整頓、段差等に留意する。

１ 通勤と職場内移動

３ 職場のコミュニケーション ４ 雇用上の注意（合理的配慮を含む）

２ 職場と職務内容

⑩



苦手な
部分

•抽象的な言葉や概念
•自分で判断して行動する
•臨機応変な対応
•計算や読み書き
•仕事の習熟度

得意な
部分

•一度覚えたことはしっかりとこなす
•反復／単純作業に耐えられる
•素直

一人一人のできる
ことと、できないこ
とを見極めることが
大切

知的障害の特性と対応へのポイント

•指示を出すときは「あれ、これ」を使わず、具体的
かつ分かりやすく見本を見せると効果的

•一度に複数の指示を出さない
•何度も繰り返し、積み重ねが大切
•正のフィードバック（できたことを誉める）
•社会生活の経験が不足していることが多いため、
労働習慣の基本についても教える→家庭や支援
機関と協力

対応の

ポイント

知的能力や性格は千差
万別であり、

⑪
＊障害者雇用率の対象となる場合、療育手帳等が必要となります。



主な精神疾患の特性

統合失調症

気分障害

てんかん

障害者雇用率の算定対象となる場合：精神障害者保健福祉手帳が必要

・幻聴、幻視、思考の混乱、意欲低下、感情平板化
・疲れやすい、機敏動作が苦手
・臨機応変、複数の同時処理等が苦手

・睡眠障害（寝つけない、眠りが浅い）
・気分・感情の障害（憂鬱・不安・悲観的⇔その逆の感情
・体調不良（疲れやすい、だるい、食欲減退、頭痛）
・思考、判断の障害（考えがまとまらない、判断、決断不可）

・発作が反復・・・服薬で発作の抑制が可能
・服薬は絶対条件、変則勤務は好ましくない

環境

身体的条件

性格

ライフイベント

精神（心）の

病気の原因は？

脳内の

神経物質の異状

⑫



通院や服薬が継続できるよう配慮する

疲労を考慮した、勤務時間、休憩の設定

上手な休憩の取り方､休み方を

作業負荷（時間、難易度等）は段階的に設定

ストレスや疲労のサインを把握する

必要に応じて専門機関、支援機関の利用を

本人が相談できる人をつくる

①ストレス･疲労のマネジメント～日々のストレス・疲労をためないために～

精神障害者への対応のポイント

指示系統、指示の出し方を、職場内で統一

目標は段階的に。フィードバックの機会を作る

流れ作業､集団作業での負荷が高い場合、 単独でで

きる作業に

注意や批評は具体的に、感情を入れず淡々と

（感情的な批判や叱責、議論はしない）。

②分かりやすい作業指導の工夫～ミスの生起を最小限に～

⑬



発達障害とは

発達障害情報・支援センターホームページより

「発達障害」は「自閉症、アスペルガー
症候群その他の広汎性発達障害、学習障
害、注意欠陥多動性障害、その他これに
類する脳機能障害であってその症状が通
常低年齢において発現するもの」と定義
されています。

• 発達障害のある人の雇用管理といっても、障
害のない人や他の障害のある人の雇用管理と
特別な違いがあるわけではありません。

• その人が力を発揮できるように、障害特性を
理解し、職場の受け入れ体制を整えることが
大切です。

• 特徴は一人ひとり多様ですから、支援制度を
活用したり、支援機関と連携することで、円
滑な適応が期待できます。特に、ジョブコー
チ支援やトライアル雇用など、「やってみて
確かめる」仕組みの利用が効果的です。

「広汎性発達障害者の雇用支援のために」（障害者職業総
合センター作成）より一部改変

⑭

＊障害者雇用率の対象となる場合、療育手帳等、または
精神障害者保健福祉手帳が必要となります。



高次脳機能障害
とは

高次脳機能障害情報・支援センターホームページより

ケガや病気により、脳に損傷を負うと、
次のような症状が出ることがあります。
これらの症状により、日常生活または社
会生活に制約がある状態が高次脳機能障
害です。

○ 物の置き場所を決め、ラベルなど目印をつける。
○ 出来事や予定はメモをとり、必要に応じて見る。
○ 道に迷いやすい場合は、お店などの建物や看板を

目印にする。

○ こまめに休憩をとる。
○ 気付きやすいようにする。
・付箋に注意事項を書いて、パソコンに貼る。
・タイマー(音、光、振動)を利用して気付かせる。

○ 計画を立てるときは、紙に書きながら行う。
○ スケジュールは、時間や場所、内容をスケジュー

ル帳に記入する。
○ 手順書を作り、混乱した場合に見る。
（頭の中ではなく、目で確かめられるようにすることが重要。）

⑮

＊障害者雇用率の対象となる場合、身体障害者手帳等または
療育手帳等、精神障害者保健福祉手帳が必要となります。



参考資料

独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用支援機構 より

⑯



参考資料

⑰


